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北
方
領
土
に
居
住
す
る
ロ
シ
ア
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に
対
す
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外
務
省
に
よ
る
ビ
ザ
の
発
給
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
四
月
二
十
三
日
付
毎
日
新
聞
三
面
に
、
「
四
島
ロ
シ
ア
人
に
ビ
ザ

択
捉
行
政
長
ら

空
路
日
本
入
り

外
務
省
『
例

外
的
措
置
』
」
と
の
見
出
し
で
、
同
日
札
幌
で
行
わ
れ
る
ビ
ザ
な
し
交
流
の
北
方
四
島
交
流
代
表
者
間
協
議
（
以
下
、
「
協

議
」
と
い
う
。
）
に
出
席
す
る
北
方
領
土
居
住
の
ロ
シ
ア
人
に
対
し
、
外
務
省
と
し
て
初
め
て
我
が
国
へ
の
入
国
ビ
ザ
を
発
給

し
た
と
報
じ
る
記
事
（
以
下
、
「
毎
日
記
事
」
と
い
う
。
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

こ
れ
ま
で
「
協
議
」
に
参
加
す
る
北
方
領
土
居
住
の
ロ
シ
ア
人
に
対
し
て
も
、
ビ
ザ
な
し
交
流
の
枠
組
み
が
活
用
さ
れ
、

船
で
根
室
市
の
花
咲
港
に
入
港
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
と
承
知
す
る
。
今
回
、
彼
ら
に
初
め
て
ビ
ザ
が
発
給
さ

れ
た
の
は
な
ぜ
か
。

二

ビ
ザ
な
し
交
流
と
は
、
文
字
通
り
ビ
ザ
を
用
い
な
い
、
超
法
規
的
な
手
続
き
に
よ
り
、
我
が
国
国
民
と
北
方
領
土
居
住
の

ロ
シ
ア
人
と
の
交
流
を
図
る
制
度
で
あ
る
の
に
、
今
回
、
「
協
議
」
に
参
加
す
る
北
方
領
土
居
住
の
ロ
シ
ア
人
に
ビ
ザ
を
発

給
し
て
し
ま
っ
て
は
、
制
度
が
根
幹
か
ら
崩
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
今
回
の
件
に
し
て
も
、
ビ
ザ
な
し

交
流
の
本
来
の
趣
旨
に
反
し
て
ま
で
も
ビ
ザ
を
発
給
す
る
必
要
は
あ
っ
た
の
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。


